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な
ど
の
需
要
が
急
増
し
た
こ
と

▽
後
発
医
薬
品
の
原
薬
不
足
▽

２２
年
以
降
、
国
の
出
荷
時
の
審

査
が
厳
し
く
な
り
、
出
荷
停
止

と
な
る
薬
剤
が
増
加
し
た
こ
と

―
等
に
よ
る
。
原
薬
供
給
は

輸
入
に
依
存
し
て
お
り
、
海
外

工
場
の
ト
ラ
ブ
ル
や
コ
ロ
ナ
禍

や
紛
争
な
ど
で
輸
入
が
停
滞
。

物
価
高
騰
、
円
安
も
停
滞
に
輪

を
掛
け
て
い
る
。

　
政
府
は
、
２２
年
４
月
の
診
療

報
酬
改
定
で
後
発
医
薬
品
使
用

割
合
の
引
き
上
げ
を
促
す
使
用

体
制
加
算
を
設
置
し
た
。
臨
時

措
置
と
し
て
供
給
不
足
対
象
医

薬
品
は
使
用
割
合
の
分
母
か
ら

外
し
て
良
い
と
さ
れ
た
が
、
対

象
医
薬
品
は
継
時
的
に
変
化
す

る
た
め
算
定
が
複
雑
と
な
っ

た
。
今
年
４
月
か
ら
は
時
限
措

置
で
、
患
者
に
後
発
品
を
促
し
、

且
つ
供
給
状
況
に
よ
っ
て
薬
剤

や
費
用
が
変
化
す
る
こ
と
を
説

明
し
た
院
内
掲
示
を
す
る
と
、

使
用
体
制
加
算
を
２
点
ず
つ
上

乗
せ
さ
れ
る
。

　
後
発
医
薬
品
使
用
の
拡
大
を

促
進
す
る
一
方
で
供
給
不
足
の

対
応
は
現
場
任
せ
で
、
費
用
も

患
者
に
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
厚
労
省
は
全
国
の
医
薬
品
の

在
庫
状
況
を
公
表
し
、
医
療
機

関
や
薬
局
に
一
度
に
購
入
す
る

量
を
制
限
す
る
よ
う
に
指
導

し
、
医
療
機
関
・
薬
局
か
ら
の

薬
剤
不
足
に
関
す
る
相
談
窓
口

を
設
置
し
た
が
効
果
が
見
ら
れ

な
い
。
後
発
医
薬
品
８０
％
と
い

う
数
量
目
標
だ
け
を
掲
げ
、
信

頼
性
や
安
全
性
に
関
す
る
配
慮

も
欠
如
し
、
医
薬
品
の
安
定
供

給
の
責
任
を
放
棄
し
て
き
た
つ

け
は
大
き
い
。

　
昨
年
１２
月
の
中
医
協
薬
価
専

門
部
会
で
は
、
後
発
医
薬
品
を

含
む
不
採
算
品
目
の
臨
時
的
薬

価
引
き
上
げ
が
検
討
さ
れ
て
い

る
が
、
保
険
財
政
か
ら
拠
出
す

る
の
で
は
な
く
、
品
質
の
良
い

後
発
品
を
継
続
生
産
で
き
る
よ

う
に
企
業
を
下
支
え
す
る
補
助

金
等
に
よ
る
支
援
が
必
要
で
は

な
い
か
。
医
薬
品
安
定
供
給
に

向
け
て
、
▽
製
造
ラ
イ
ン
増
築

の
早
期
認
可
や
補
助
な
ど
緊
急

事
態
へ
の
対
応
▽
原
薬
の
国
内

で
の
確
保
▽
製
薬
会
社
の
参
入

時
の
厳
格
な
審
査
な
ど
医
薬
品

の
持
続
可
能
な
供
給
体
制
の
構

築
に
つ
な
が
る
抜
本
的
な
施
策

に
取
り
組
む
べ
き
だ
。

　
２
０
２
０

年
１２
月
の
小

林
化
工
の
不

祥
事
や
日
医

工
の
出
荷
検

査
不
正
が
引

き
金
と
な
り
、
後
発
医
薬
品
メ

ー
カ
ー
の
自
主
回
収
が
相
次
い

だ
。「
他
メ
ー
カ
ー
の
後
発
品
に

変
更
あ
る
い
は
先
発
品
し
か
手

に
入
ら
な
い
」、「
後
発
品
・
先

発
品
と
も
手
に
入
ら
ず
治
療
が

中
断
さ
れ
る
」
な
ど
医
療
現
場

の
混
乱
は
、
２２
年
後
半
に
入
っ

て
も
続
き
、
新
た
な
医
薬
品
の

出
荷
調
整
・
出
荷
停
止
も
出
て

い
る
。

　
医
薬
品
供
給
不
足
の
原
因

は
、
▽
コ
ロ
ナ
禍
で
患
者
が
急

増
し
、
消
炎
鎮
痛
剤
や
漢
方
薬

医
薬
品
の
安
定
供
給
に
向
け

国
の
責
任
で
抜
本
的
対
策
を

高村　忠範

施設でのマイナカード管理は困難

齢
者
施
設
が
利
用
者
・
入
所

者
の
健
康
保
険
証
を
管
理
し

受
診
対
応
し
て
い
る
。
政
府

は
、健
康
保
険
証
廃
止
後
は
、

マ
イ
ナ
カ
ー
ド
に
よ
る
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
基
本
と

し
、
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
活
用
等

が
困
難
な
人
へ
の
対
応
と
し

て
、
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
の
代
理

交
付
や
申
請
補
助
、
施
設
長

な
ど
第
三
者
に
よ
る
管
理
等

を
検
討
し
て
い
る
。

　
伊
原
氏
は
「
昨
年
末
に
当

事
者
団
体
へ
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

実
施
し
た
」「
認
知
症
が
進
ん

だ
人
は
自
身
の
過
去
の
医
療

情
報
は
忘
れ
が
ち
だ
。
マ
イ

ナ
カ
ー
ド
利
用
で
過
去
の
メ

デ
ィ
カ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
知

れ
る
こ
と
は
非
常
に
便
利
。

現
場
に
負
担
が
か
か
ら
な
い

形
で
運
用
で
き
な
い
か
検
討

し
て
い
る
」
と
述
べ
、
あ
く

ま
で
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
活
用
に

固
執
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
　

　
ま
た
、
通
信
障
害
時
に
は
、

「
ス
マ
ホ
で
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
を

読
み
取
り
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
に
表
示
さ
れ
た
被
保
険
者

番
号
で
資
格
確
認
が
行
え
な

い
か
方
策
を
検
討
し
て
い

る
。
他
人
の
ス
マ
ホ
で
も
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
ロ
グ
イ
ン

で
き
る
」
と
説
明
し
た
。
　
　

　
保
団
連
は
、
施
設
や
利
用

者
・
家
族
に
カ
ー
ド
取
得
や

管
理
の
押
し
つ
け
を
や
め
、

健
康
保
険
証
に
よ
る
対
応
を

存
続
さ
せ
る
こ
と
を
求
め

た
。保

険
者
判
断
で
資
格

確
認
書
の
交
付
も

　
国
会
に
提
出
さ
れ
た
健
康

保
険
証
廃
止
法
案
に
は
、
マ

イ
ナ
カ
ー
ド
を
取
得
し
た
く

な
い
人
等
へ
の
対
応
と
し

て
、
本
人
申
請
に
基
づ
き
資

人
の
対
応
（
資
格
確
認
書
）

で
現
行
の
健
康
保
険
証
で
の

対
応
よ
り
不
便
・
不
確
実
な

も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
求
め

た
。

　
厚
労
省
の
伊
原
和
人
保
険

局
長
は
、「
マ
イ
ナ
カ
ー
ド
普

及
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

医
療
現
場
で
診
療
が
し
っ
か

り
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
が
大
事
だ
。
マ
イ
ナ
カ

ー
ド
を
所
持
し
て
い
な
い
か

ら
医
療
を
受
け
ら
れ
な
い
よ

う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
」
と
述
べ
た
。

取
得
困
難
者
の
対
応

　
現
在
は
、
介
護
施
設
や
高

申
請
漏
れ
等
に
よ
る

「
無
保
険
」
を
懸
念

　
保
団
連
の
竹
田
智
雄
副
会

長
は
、
医
療
Ｄ
Ｘ
・
デ
ジ
タ

ル
化
を
強
引
に
推
進
す
る
中

で
、
脱
落
す
る
医
療
機
関
・

患
者
・
国
民
が
出
て
く
る
こ

と
に
強
い
懸
念
を
表
明
し
、

国
民
皆
保
険
制
度
の
大
前
提

と
し
て
、
保
険
者
が
健
康
保

険
証
を
全
て
の
国
民
に
発
行

・
交
付
す
る
こ
と
を
強
く
要

請
し
た
。
ま
た
、
申
請
が
な

い
と
発
行
さ
れ
な
い
資
格
確

認
書
に
よ
る
対
応
で
は
、
申

請
漏
れ
等
が
発
生
し
、「
無
保

険
」
と
な
る
人
も
出
て
く
る
。

健
康
保
険
証
に
よ
る
資
格
確

認
を
ベ
ー
ス
と
し
、
医
療
・

薬
剤
情
報
の
利
活
用
は
、
あ

く
ま
で
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
サ
ー

ビ
ス
に
と
ど
め
る
べ
き
だ
。

マ
イ
ナ
カ
ー
ド
が
使
え
な
い

「医療が受けられない」
あってはならない

カ
ー
ド
申
請
補
助
・
管
理

高
齢
者
施
設
に
押
し
付
け

　
現
行
の
健
康
保
険
証
を
２
０
２
４
年
秋
で
廃
止
し
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
一
体
化
す
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

関
連
法
案
が
４
月
中
旬
に
国
会
で
審
議
さ
れ
る
。
保
団
連

は
、
３
月
２３
日
に
厚
労
省
の
伊
原
和
人
保
険
局
長
に
健
康

保
険
証
の
存
続
を
強
く
求
め
た
。（
1
面
か
ら
）

保
険
証
廃
止
法
案
、資
格
確
認
書
、

負
担
増
阻
止
の
取
り
組
み
を
議
論
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住
江
憲
勇
会
長
は
理
事
会

冒
頭
、
発
生
か
ら
１２
年
が
経

過
し
た
東
日
本
大
震
災
に
触

れ
、
今
も
全
国
で
３
万
１
千

人
が
避
難
し
１
万
１
８
０
０

人
が
応
急
仮
設
住
宅
で
の
不

自
由
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
る
一
方
、
政
府
が
原

発
回
帰
へ
と
転
換
し
た
こ
と

交
わ
さ
れ
た
。
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
を
設
置
し
て
い
な
い
場

合
や
、
資
格
確
認
書
の
発
行

な
ど
疑
問
点
が
噴
出
し
た
。

「
保
険
者
の
保
険
証
発
行
義

務
が
国
民
に
よ
る
資
格
確
認

書
申
請
主
義
に
転
換
さ
れ
て

い
る
の
が
ま
ず
問
題
だ
」「
マ

イ
ナ
保
険
証
は
通
信
障
害
、

停
電
時
な
ど
に
は
使
え
な

い
。
保
険
証
こ
そ
安
全
」
等

々
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
義

務
化
に
関
す
る
訴
訟
を
提
起

し
た
東
京
協
会
出
身
の
理
事

か
ら
、
経
緯
が
報
告
さ
れ
た
。

　
住
江
会
長
は
「
訴
訟
に
つ

い
て
議
論
し
多
数
の
理
事
か

ら
賛
同
の
声
が
寄
せ
ら
れ
、

『
会
員
に
情
報
を
提
供
し
、医

療
現
場
の
困
難
な
状
況
か
ら

原
則
義
務
化
の
不
当
性
に
つ

い
て
発
信
、
法
的
対
応
、
保

険
証
廃
止
撤
回
の
運
動
を
国

民
的
運
動
に
』
等
の
方
針
を

提
起
し
た
」
と
述
べ
訴
訟
支

援
を
明
確
に
し
た
。

　
ま
た
、
医
療
・
介
護
の
負

担
増
を
阻
止
す
る
取
り
組
み

と
し
て
、
医
療
費
の
窓
口
負

担
ゼ
ロ
の
会
が
「
ゼ
ロ
の
会

ナ
イ
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の

イ
ベ
ン
ト
の
視
聴
や
賛
同
を

呼
び
か
け
る
発
言
が
あ
っ

た
。「
窓
口
負
担
ゼ
ロ
は
住
民

の
要
求
だ
」
と
も
。

　
こ
の
ほ
か
に
、
統
一
地
方

選
や
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
、

ワ
ク
チ
ン
の
副
反
応
、
物
価

高
騰
、
指
導
問
題
等
で
も
多

く
の
発
言
が
な
さ
れ
た
。

　
い
よ
い
よ
４
月
。
強
引
な

政
府
の
姿
勢
が
際
立
つ
。
平

和
に
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も

だ
れ
で
も
、
安
心
し
て
健
康

や
生
命
を
守
れ
る
社
会
に
す

べ
き
だ
と
痛
感
す
る
。

（
理
事
　
杉
山
正
隆
）

を
指
摘
。
震
災
復
興
特
別
所

得
税
が
防
衛
予
算
に
転
用
・

流
用
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
を
批
判
し
た
。

　
ま
た
、
住
江
会
長
は
「
保

険
証
廃
止
法
案
が
３
月
７
日

に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
こ

れ
は
重
大
な
憲
法
違
反
で
あ

り
国
民
皆
保
険
制
度
の
破
壊

そ
の
も
の
だ
。
医
療
機
関
は

マ
イ
ナ
保
険
証
に
対
応
す
る

た
め
シ
ス
テ
ム
整
備
が
必
要

で
、
対
応
で
き
な
い
と
閉
院

・
廃
院
に
追
い
込
ま
れ
る
」

と
話
し
た
。

　
主
な
討
論
で
は
、
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
、
保
険
証
廃

止
を
中
心
に
活
発
に
議
論
が

格
確
認
書
を
発
行
・
交
付
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
伊
原
氏
は
、
資
格
確
認
書

の
具
体
的
な
運
用
に
つ
い

て
、「
修
学
旅
行
に
行
く
と
き

の
取
扱
い
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

意
見
が
国
会
で
出
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
具

体
的
な
運
用
は
今
後
整
理
し

て
い
く
」
と
述
べ
た
。

　
ま
た
、
認
知
症
の
人
や
障

害
者
、
多
忙
等
を
理
由
に
資

格
確
認
書
の
申
請
漏
れ
が
発

生
し
、
医
療
が
受
け
ら
れ
な

く
な
る
懸
念
に
つ
い
て
、
伊

原
氏
は
、「
２４
年
秋
に
健
康
保

険
証
を
廃
止
し
、
１
年
の
経

過
措
置
を
設
け
て
い
る
。
経

過
措
置
終
了
前
に
保
険
者
か

ら
手
続
き
を
案
内
し
て
い

く
。
す
べ
て
の
国
民
が
マ
イ

ナ
カ
ー
ド
を
取
得
し
て
い
る

か
不
明
。
催
促
し
て
も
資
格

確
認
書
が
申
請
さ
れ
な
い
場

合
は
、
保
険
者
が
資
格
確
認

書
を
発
行
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
仕
組
み（
職
権
交
付
）

を
用
意
し
て
お
り
、
改
正
法

案
附
則
に
も
明
記
し
て
い

る
。
医
療
を
し
っ
か
り
受
け

て
も
ら
う
こ
と
が
厚
労
省
の

ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
し
っ

か
り
対
応
し
た
い
」
と
し
た
。

保
険
料
納
付
が
困
難

な
人
へ
の
対
応

　
健
康
保
険
証
廃
止
に
伴
い

従
来
の
資
格
証
明
書
、
短
期

保
険
証
も
廃
止
さ
れ
る
。、保

団
連
は
、
今
後
ど
の
よ
う
に

運
用
し
て
い
く
の
か
と
質
し

た
。

　
伊
原
氏
は
、「
今
後
ど
の
よ

う
に
そ
の
運
用
し
て
い
く
の

か
。
特
定
療
養
費
の
滞
納
期

間
が
非
常
に
長
く
何
度
も
保

険
料
納
付
の
督
促
を
し
て
も

難
し
い
方
に
は
、
通
知
や
事

前
相
談
し
た
上
で
、
資
格
証

明
書
と
は
違
う
形
で
制
度
を

導
入
し
た
い
」
と
説
明
し
た
。

保
険
証
廃
止

保
険
証
廃
止

ス
ト
ッ
プ
！

ス
ト
ッ
プ
！


